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入札参加資格停止の措置について 
 

 

１ 概 要 

令和５年４月３日に県産品流通支援課と佐川アドバンス（株）が締結した「首都圏県産

品販売コーナー設置・運営事業委託業務」に基づき、６月８日（木）から東京駅構内で開

催した鮎菓子を中心とした県産品展示販売会（第１期）において、同社が賞味期限等食品

表示法上義務付けられた表示のない加工食品を販売した。 

この行為により、販売会は会期途中で中止することとなったため、県産品流通支援課は

第１期分の開催にかかる契約を令和５年８月１０日付けで解除した。 

 

２ 対 応 

佐川アドバンス（株）に対し、「岐阜県製造の請負、物件の買入れその他の契約に係る

入札参加資格停止措置要領」第２及び別表第１第３号の規定にもとづき、入札参加資格の

停止措置を講じる。 

 

３ 停止措置業者及び停止期間 

停止事業者 本社所在地 資格停止の期間 

佐川アドバンス（株） 東京都 
令和５年８月２６日から令和５年１１月２５日まで 

（３か月） 

 

４ 参 考 

 ○「岐阜県製造の請負、物件の買入れその他の契約に係る入札参加資格停止措置要領」（抜粋） 
（入札参加資格停止） 

第２ 知事は、有資格業者が別表第１及び第２に掲げる措置要件のいずれかに該当する場合は、期間の範囲

内で情状に応じて期間を定め、当該有資格業者について個別の入札に参加できないようにする措置（以下

「入札参加資格停止」という。）を行うものとする。 

 

別表第１第３号 

措  置  要  件 期  間 
（契約違反） 

３ 正当な理由がなくて県との契約を履行しなかったとき又は契約の履行に当たり契約

内容に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 

 

２週間以上

６か月以内 

 
 


